
16:00 ～ 18:00

●日程

2016年7/21(木) 参加費
5,000円

● 平成28年度税制改正の背景
● 法⼈税関係 ①減価償却⽅法の変更 ②企業版ふるさと納税の創設 ③その他の改正点
● 消費税関係 ①軽減税率制度の導⼊ ②インボイス制度導⼊までの措置
● 所得税関係 ①空家に係る特別控除の創設 ②医療費控除の特例創設 ③その他の改正点
● ⾞体課税関係 ①⾃動⾞取得税の廃⽌ ②環境性能割の創設 ほか

主要改正項目を分かりやすく解説！

（１）平成２８年度税制改正の背景、今後の動向は？
（２）最新の改正内容を把握したい！
（３）消費税の軽減税率対象品⽬には何があるのか？
（４）消費税改正点の実務対応を事前に把握したい！
（５）改正によって⾃社にはどのような影響があるのか⼼配・・・

このような疑問にお答えします！

フ リ ガ ナ 1部のみ参加 1部・2部参加

御 社 名 □ □

参 加 者

ご 住 所 〒

Ｔ Ｅ Ｌ

申込書受理後、受
付票と受講票をお
送りいたします。

ご希望の連絡方法
をお選びください。

□郵送

□Ｆａｘ － －

□Ｍａｉｌ ＠

このままＦＡＸでお流しください FAX：045-641-2506

お申込み

お問合せ：税理士法人横浜総合事務所 http://www.yoko‐so.co.jp/ 外崎・栃倉 TEL:045‐641‐2505

【第66回 未来創造塾】

■第１部 講演会
●会 場 横浜総合事務所セミナールーム
●対象者 経営者、経営幹部、後継者
●定 員 ５０人（定員になり次第締め切ります）
●講 師 税理士法人 横浜総合事務所

Ｔｅａｍ税務支援 リーダー 土屋 和宏

■第２部 異業種交流懇親会 ： 自由参加
簡単な軽食とお酒・ソフトドリンクをご用意致します
（参加費無料ですので是非ご参加ください）

平成28年度 税制改正
平成２８年度税制改正は法⼈実効税率の２０％台への引き下げや消費税軽減税率
の導⼊によるインボイス⽅式の創設を中⼼に、正式に平成２８年３⽉２９⽇に可
決・成⽴し同⽇公布されました。中⼩企業の経営に与える影響が⼤きい分野を中
⼼に、解りやすく重要ポイントを解説します。

〜「⼀億総活躍社会」の実現と創⽣への取組み 〜

主催 ： ＴＥＡＭｙｏｋｏ－ｓｏ
共催 ： 社会保険労務士法人エール

★社会保険労務士法人エール顧問先様に特別のご案内★
ＴＥＡＭｙｏｋｏ－ｓｏとの共催「未来創造塾」にご参加いただけます。


